
　
農
業
者
年
金
は
、
老
後
を
安

心
し
て
暮
ら
す
た
め
の
公
的
年

金
制
度
で
す
。

■�

「
積
立
方
式
」
の
長
期
的
に

安
定
し
た
年
金
制
度

■�

農
業
に
従
事
す
る
人
が
広

く
加
入

■�

意
欲
あ
る
担
い
手
に
保
険

料
を
助
成

■�

80
歳
ま
で
保
証
が
つ
い
た

終
身
年
金

■�

保
険
料
が
自
由
に
選
択
で

き
る
（
月
額
２
万
円
が
基
本
）

【
問
い
合
わ
せ
】
Ｊ
Ａ
西
八
代
営

農
経
済
部
☎
０
５
５
（
２
３
０
）

３
０
５
６
ま
た
は
、
町
農
業

委
員
会
☎
０
５
５
（
２
４
０
）

４
１
６
３

　

農
地
は
大
切
な
食
料

の
供
給
基
盤
で
す
。
一

度
農
地
以
外
に
転
用
す

る
と
元
に
戻
す
こ
と
は

と
て
も
難
し
く
、
無
秩

序
な
転
用
を
防
止
し
、

農
地
制
度
に
基
づ
い
て

転
用
を
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

農
地
法
の
許
可
を
受

け
ず
、
農
地
以
外
の
用

途
に
使
用
し
て
い
る
場

合
は
、
違
反
転
用
と
な

り
厳
し
い
罰
則
が
あ
り

ま
す
。

　

農
地
転
用
の
許
可
基

準
や
手
続
き
方
法
に
つ

い
て
は
、
農
業
委
員
会

に
ご
相
談
下
さ
い
。

受付期間は毎月１日～１０日
（１０日が土日祝日の場合はその前日）

■農地転用申請の種類

農地法第３条
許可申請

利用権
設定書

自分の農地を農地のまま

で売買や贈与をしたり、他

の人の農地を取得する場合

自分の農地を植林

や駐車場、宅地な

どに転用する場合

自分の農地を賃貸借、使用貸借契約を結び、太

陽光発電施設などに転用する場合、また他の人の

農地を取得し駐車場や宅地などに転用する場合

自分の農地を

他の人へ耕作

依頼する場合

農地を取得する方は、経営面
積が三珠地区は３０㌃、六郷
と市川大門地区は２０㌃必要

農業者年金に加入しましょう
～農業者の方なら広く加入できます～

農
地
を

転
用
す
る
と
き
は

農
地
法
の
許
可

が
必
要
で
す
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ult
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農
業
委
員
会
だ
よ
り

農地法第４条
許可申請

農地法第５条
許可申請

市川三郷町農業委員会 事務局
（町役場三珠庁舎農林課内）☎ 055-240-4163

農地の賃貸借料情報提供比較一覧表 10a当たり

農地の区分 平均額 最高額 最低額
田 11,813 円　 39,319 円　 5,593 円　

普通畑 7,315 円　 17,513 円　 666 円　
樹園地 9,969 円　 20,746 円　 4,821 円　

モ　モ 4,821 円　 4,821 円　 4,821 円　
ブドウ - 円　 - 円　 - 円　
キウイ 10,000 円　 10,000 円　 10,000 円　
その他 20,746 円　 20,746 円　 20,746 円　

【情報収集期間】平成２８年１月～１２月

提出先

平成２９年度
農業臨時賃金等標準額表

10a当たり

農作業名称 市川三郷町全区

耕　　　運 9,500 円　

代　か　き 9,500 円　

機械田植 10,000 円　
バインダー
（結束紐含む）

12,000 円　
ハーべスター

（脱穀）
11,000 円　

コンバイン
（乾燥運搬含）

31,000 円　

一般農作業 8,500 円　
一般農作業

（１時間当たり）
850 円　

農休日 ７月１日土、２日日

・�各作業に賄いはなし。
・�本表は標準額です、相談のうえ作業の難易や圃場
の条件などで金額を決定して下さい。

無許可での農地転用は違法行為です

地目変更手続きを
お忘れなく！

　農地法の転用許可を得て、目的どお
り転用を完了しましたら、農業委員会
の証明を受け法務局で地目変更の登
記をしましょう。

り
ま
せ
ん
が
、

平へ

い

え

ん

じ

塩
寺
や
表う

わ

と門

神
社
の
入
口
と

な
る
大
門
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
で
は

な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
時
が
経
ち
、

平
塩
の
人
と
家
は
、
ほ
と
ん
ど
「
大
門
」

へ
移
り
住
み
、
遂
に
「
市
川
」
と
「
大
門
」

を
合
わ
せ
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　

諸
説
あ
り
ま
す
が
、
皆
さ
ん
は
ど
う
思

い
ま
す
か
？

今回「市川大門」の地名についてお話を伺った
まちづくり懇談会会長　有泉 一征さん　　　　　　　

-Ｖｏｌ．０１-

市川大門？ 六郷？

三珠？

どーして？なえだ？

いちかわみさと

■
市
川
大
門

　
「
市
川
」
の
地
名
の
由
来
は
諸
説
あ
り
ま

す
。「
俚り

ろ

う老
物
語
」
で
は
、
芦
川
が
甲
斐
国

の
第
一
清
流
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
市
川
」

と
名
付
け
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
「
甲
斐
国
志
」
で
は
、
市
川
姓
の
者

が
居
住
し
た
こ
と
に
よ
る
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

で
は
、
な
ぜ
市
川
大・

・門
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
か
…
？
古
く
は
「
市
川
」

と
「
大
門
」
は
分
か
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

市
川
は
古
名
で
「
市
川
本
所
」
と
呼
ば

れ
、
そ
の
集
落
は
、
平ひ

ら
し
お塩
の
岡
に
あ
っ
た

平へ

い

え

ん

じ

塩
寺
周
辺
（
現
在
の
正
ノ
木
稲
荷
社
周

辺
）
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

当
時
、
平
塩
は
水
の
便
が
悪
く
、
こ
の

地
か
ら
芦
川
の
寄よ

り

す

り
洲
（
現
在
の
Ｊ
Ｒ
身

延
線
芦
川
鉄
橋
西
側
周
辺
）
に
移
っ
た
集

落
を
「
大
門
」（
古
名
で
「
市
川
新
所
」）

と
呼
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。
な
ぜ
こ
こ

を
「
大
門
」
と
呼
ん
だ
の
か
は
記
録
に
あ

市
川
大
門
は
２
つ
に
分
か
れ
て
い
た
―

いまさら聞けない…

▲当時の平塩寺付近（現在の正ノ木稲荷社） ▲現在の表門神社

参考図書：市川大門町誌、甲州・市川のまちづくり読本、俚老物語、甲斐国志

あなたのどーして？なえだ？

今回の内容に対し、詳しく知っているこ
とや市川三郷町でどーして？なえだ？と
思うこと、なにこれ？なんでここに？と思
う物、場所など募集します。
例えば、神明の花火の「神明」って？など

ハガキまたはメールで、住所、氏名、ペ
ンネーム、電話番号を書き
〒 409-3601 市 川 三 郷 町 市 川 大 門
1790-3 市川三郷町役場
総務課広聴広報係まで
ims1790
@town.ichikawamisato.
yamanashi.jp

対応する携帯電話などで読みとると、
本町のメールアドレスを表示します

〈メルアドＱＲコード〉

募集します

　
市
川
三
郷
町
と
な
り
、
１０
年
以
上
が
経
過

し
ま
す
が
ま
だ
ま
だ
知
ら
な
い
「
い
ち
か
わ

み
さ
と
」
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
い
ま
さ
ら

聞
け
な
い
「
い
ち
か
わ
み
さ
と
」
の
ど
ー
し

て
？
な
え
だ
？
に
つ
い
て
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介

し
て
い
き
ま
す
。

　
今
回
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、「
市
川
大
門
」

に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

　町の地名や歴史は、若い世代では知らない人も
多く、誰かが伝え、引き継いでいかなければなり
ません。
　まちづくりの原動力は、地域住民の「まちを大
切にする気持ち」です。改めてまちのこと、良さ
を知り、良いまちづくりを進めていければと思って
います。
まちづくり懇談会は町を改
めて知ってもらおうと町の
歴史などを掲載した「甲州・
市川のまちづくり読本」の作
成なども行っています。
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■狂犬病予防注射日程

期　日 場　所 時　間

4/9 日
役場六郷庁舎前 8:30 ～ 9:10
役場三珠庁舎前 9:45 ～ 10:35
市川大門町民会館前 10:50 ～ 12:00

4/18 火

旧楠甫農協跡地 9:30 ～ 9:40
細田公民館前 9:45 ～ 10:05
鴨狩公民館前 10:15 ～ 10:30
宮原公民館前 10:40 ～ 11:05
ニードスポーツセンター駐車場 11:15 ～ 11:30
落居５･ ６区公民館前 11:35 ～ 11:45
網倉公民館前 13:00 ～ 13:10
岩下公民館前 13:20 ～ 13:25
堀切公民館前 13:40 ～ 13:50
近萩公民館前 14:00 ～ 14:05
芦久保消防詰所 14:15 ～ 14:20
入公民館前 14:25 ～ 14:35

4/19 水

下九一色生活改善センター 9:30 ～ 9:40
下九一色中山橋 9:45 ～ 9:50
川浦小御崎神社前 10:05 ～ 10:15
町屋消防詰所前 10:25 ～ 10:35
道林ふれあいプラザ前 10:45 ～ 11:00
大塚町民体育館前 11:05 ～ 11:25
ふるさと交流センター前 13:00 ～ 13:10
上ノ原消防詰所前 13:15 ～ 13:25
御崎神社境内 13:40 ～ 13:50
上地区公民館前 13:55 ～ 14:10
中央駐車場 14:15 ～ 14:25

4/21 金

建設業協会市川支部駐車場 9:00 ～ 9:20
高田地区公民館前 9:30 ～ 10:00
宮本公民館前 10:10 ～ 10:25
峡南消防本部北部消防署前 10:35 ～ 10:50
大木集荷場前 11:00 ～ 11:10
法師倉公民館前 11:15 ～ 11:20
大同地区公民館前 13:00 ～ 13:10
宮沢公民館前 13:15 ～ 13:20
沖村リサイクルステーション前 13:25 ～ 13:30
帯那公民館前 13:40 ～ 13:50
山保地区公民館前 13:55 ～ 14:05
藤田養蚕飼育所前 14:10 ～ 14:15
四尾連公民館 14:25 ～ 14:35

狂犬病の死亡率は 100％

愛犬の「登録」と「予防注射」
は飼い主の義務です

狂犬病予防注射日程のお知らせ

【問い合わせ・申し込み】生活環境課環境衛生係☎ 055-272-6092

　

狂
犬
病
は
、
哺
乳
類
や
鳥
類

な
ど
す
べ
て
の
恒
温
動
物
に
感

染
し
ま
す
が
、
特
に
犬
の
仲
間

が
感
染
し
や
す
い
ウ
イ
ル
ス
性

の
病
気
で
す
。
こ
の
病
気
の
恐

ろ
し
さ
は
、
い
っ
た
ん
発
病
す

る
と
現
在
の
医
学
で
も
治
療

方
法
は
な
く
、
死
亡
率
が
ほ
ぼ

１
０
０
％
に
至
る
こ
と
で
す
。

　

狂
犬
病
予
防
法
に
よ
り
生
後

91
日
以
上
の
犬
は
、
登
録
と
年

１
回
の
予
防
接
種
を
受
け
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

今
年
度
の
予
防
接
種
と
新
規

登
録
を
左
日
程
表
の
と
お
り
行

い
ま
す
。
既
に
登
録
し
て
い
る

犬
の
飼
い
主
に
対
し
て
は
、
案

内
ハ
ガ
キ
を
送
付
し
ま
す
。
予

防
接
種
の
際
に
は
、
必
ず
ハ
ガ

キ
を
持
参
し
て
下
さ
い
。

　

登
録
し
て
い
る
の
に
ハ
ガ
キ

が
届
か
な
い
、
ま
た
は
既
に
死

亡
し
て
い
る
の
に
ハ
ガ
キ
が
届

い
た
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご

連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
注
意
事
項
】

　

予
防
接
種
時
の
事
故
防
止
の

た
め
、
飼
い
犬
に
次
の
よ
う
な

症
状
が
あ
る
場
合
は
、
担
当
獣

医
に
申
し
出
て
下
さ
い
。

▽
食
欲
の
な
い
犬

▽
妊
娠
末
期
の
犬

▽
病
気
中
の
犬

【
料
金
内
容
】

▽
予
防
注
射
料
２
，
９
５
０
円

▽
注
射
済
票
交
付
手
数
料

　

５
５
０
円

【
必
要
な
場
合
の
加
算
額
】

▽
新
規
登
録
料
３
，
０
０
０
円

※
動
物
病
院
で
接
種
し
た
場
合

は
、
注
射
済
証
を
役
場
へ
提
出

し
て
下
さ
い
。

大変！愛犬が迷子に…。そんな時は。

　迷い犬は役場で保護されている場合があ
ります。飼い犬が行方不明になった場合は、
町生活環境課環境衛生係までご連絡下さい。
　また鑑札や注射済票が首
輪にある場合は、飼い主の
名前が確認できますので必
ず装着をお願いします。

軽
自
動
車
税
の

納
期
限
が
変
わ
り
ま
す

　
平
成
29
年
度
か
ら
軽
自
動
車
税
の
納
期
限

を
5
月
31
日
に
変
更
し
ま
す
。（
こ
れ
ま
で
は
４
月
30
日
）

※
納
期
限
が
土
・
日
曜
日
（
祝
日
）
の
時
は
、
そ
の

翌
営
業
日
が
納
期
限
と
な
り
ま
す
。

変更後納期限

５月３１日

問町税務課住民税係☎ 055-272-1104

これまで

４月３０日  ⇒

納期変更に伴い、納税通知書は４月３０日頃の発送予定です。
5月20日を過ぎても納税通知書が届かない場合は、役場税務課住民税
係へご連絡下さい。

納税通知書の発送時期

平成 28 年度軽自動車税納税証明書（継続検査用）の有効期限は平成
29 年 5月2日と記載されていますが、納期変更に伴い、車検の手続き
に支障をきたす場合は、有効期限を平成２９年５月31日 (口座振替の
場合６月１５日 )まで延長し、再発行します。お手数ですが役場税務課
窓口または各支所住民サービス係まで車検証持参で申請して下さい。

平成 28 年度軽自動車税納税証明書（継続検査用）について

軽自動車税の賦課期日は従来どおり4月1日です。
毎年 4月1日現在で登録されている軽自動車の所有者に対して軽自動車
税が課税されます。

賦課期日（軽自動車税の課税の基準日）

役 場に立つ に

防災課・施設建設課の新設

― 役 場 機 構 改 革 ― 

■企画防災課
 ・企画係
 ・防災防犯係

■企画課　     ☎055-272-1103
 ・企画係（企画防災課より）
 ・ふるさと納税係（企画係を細分化）

■防災課　     ☎055-272-1175
 ・防災防犯係（企画防災課より）

　町では平成 29 年４月１日より、高校再編に伴う施
設建設の推進、災害に強い、安全で安心なまちづくり
の推進、新たな行政課題への対応が可能な組織体制と
なるよう一部、課や係を再編整備します。

旧
体
制

問町総務課庶務係 ☎055-272-1102

■施設建設課 ☎055-272-1179
 ・施設建設係

（峡南北部新設高校建設に向けての新設）

新
体
制

ご
利
用
下
さ
い

Ｗｅｌｃａｆｅ（ウエルカフェ）

　ウエルシア薬局市川三郷店に地域の皆さまが自由
に利用できる地域協働スペース「ウエルカフェ」が開
設されました。
　休憩の場、井戸端会
議の場だけでなく、営
利を目的としない地域
貢献活動を行う団体が
活動する「場」として是
非ご利用下さい。

　買い物弱者への支援を目的に山間地での移動販売ヵ
所や商店街など 20 カ所にお休みベンチを設置しました。

　買い物帰りに休んだり、
近所の人としゃべったり、
憩いの場所としてご利用
下さい。ベンチには、学
童保育の子どもたちが描
いた絵をデザインしまし
た。是非ご利用下さい。

お休みベンチ

▶オープニングセレモニーで
の講演会（２月14 日）
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安
心
し
て
産
み
育
て
る
た
め
の
子
育
て

支
援
策
と
し
て
、
18
歳
以
下
の
子
ど
も
が
３

人
以
上
い
る
多
子
世
帯
に
「
多
子
世
帯
子
育

て
応
援
金
」
を
支
給
し
ま
す
。

　

申
請
書
類
な
ど
は
、「
子
育
て
祝
い
金
等

支
給
申
請
書
」
と
兼
ね
て
お
り
ま
す
の
で
、

改
め
て
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
支
給
額
】
第
３
子
が
小
学
校
へ
入
学
す
る

場
合
３
万
円
、
第
４
子
以
降
は
１
人
に
つ

き
５
万
円
を
子
育
て
祝
い
金
に
加
算
し
て

支
給
し
ま
す
。

多
子
世
帯
子
育
て
応
援
金

PickUp PickUp
　

町
で
は
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
に
対
し
、
費
用

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

【
対
象
に
な
る
住
宅
】
▽
町
内
に
あ
る
個
人

住
宅
▽
リ
フ
ォ
ー
ム
着
工
時
に
建
築
後
５
年

を
経
過
し
て
い
る
も
の

【
対
象
に
な
る
リ
フ
ォ
ー
ム
】
▽
リ
フ
ォ
ー

ム
に
要
し
た
費
用
が
10
万
円
以
上
の
も
の
▽

※
町
内
業
者
に
よ
る
リ
フ
ォ
ー
ム

※
町
内
業
者
＝
町
に
小
規
模
工
事
等
契
約
希

望
者
登
録
を
し
て
い
る
業
者

【
注
意
】
▽
他
の
制
度
で
町
か
ら
助
成
を
受

け
て
い
る
場
合
や
、
過
去
に
助
成
を
受
け
て

い
る
場
合
こ
の
助
成
は
、
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

▽
予
算
の
都
合
上
、
助
成
金
が
な
く
な
り
次

第
締
め
切
り
ま
す
。

【
助
成
額
】
リ
フ
ォ
ー
ム
に
要
し
た
費
用
の

10
％
、
10
万
円
が
上
限
（
千
円
未
満
は
切
り

捨
て
）

■
工
事
着
工
前
に
必
ず
町
ま
ち
づ
く
り
推
進

課
ま
で
ご
相
談
下
さ
い
。
詳
し
い
申
請
方
法

な
ど
ご
説
明
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】
町
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
住

宅
係
☎
０
５
５
（
２
７
２
）
１
１
３
６

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
費
用
の
一
部
が
助
成
さ
れ
ま
す

　

町
で
は
、
障
害
者
や
高
齢
者
を
対
象
に
、

タ
ク
シ
ー
の
初
乗
料
金
が
免
除
さ
れ
る
福

祉
タ
ク
シ
ー
券
を
交
付
し
ま
す
。
対
象
者

は
次
の
と
お
り
受
け
付
け
ま
す
の
で
、
タ

ク
シ
ー
券
の
交
付
を
希
望
さ
れ
る
方
は
申

請
し
て
下
さ
い
。

※
「
社
会
福
祉
施
設
入
所
者
」「
自
動
車
税

や
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
て
い
る
方
」

は
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

【
対
象
者
】
▽
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
２
級

所
持
者
▽
療
育
手
帳
の
障
害
程
度
が
Ａ
の

方
▽
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
所

持
者
▽
介
護
慰
労
金
受
給
者
に
介
護
さ
れ

て
い
る
方
の
う
ち
非
課
税
世
帯
の
方
▽
88

歳
以
上
の
方
▽
心
身
の
障
害
に
よ
り
一
人

で
の
外
出
が
で
き
な
い
高
齢
者
等
（
担
当

民
生
委
員
の
証
明
に
よ
り
町
が
判
定
し
交

付
し
ま
す
）

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】
①
は
ん
こ　

②
手

帳
所
持
者
は
次
の
い
ず
れ
か
の
手
帳
▽
身

体
障
害
者
手
帳
▽
療
育
手
帳
▽
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳

【
交
付
枚
数
】
年
間
24
枚
（
１
カ
月
あ
た
り

２
枚
）

【
受
付
期
間
】
４
月
3
日
㈪
～
21
日
㈮

※
受
付
は
年
間
を
と
お
し
て
行
っ
て
い
ま

す
が
、
こ
の
期
間
に
申
請
が
な
い
場
合
は

申
請
し
た
翌
月
分
か
ら
の
枚
数
を
支
給
し

ま
す
。

【
申
請
場
所
】
▽
本
庁
舎
福
祉
支
援
課
▽
三

珠
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
係
▽
六
郷
庁
舎
い

き
い
き
健
康
課

【
問
い
合
わ
せ
】
町
福
祉
支
援
課
福
祉
係

☎
０
５
５
（
２
７
２
）
１
１
０
６

福
祉
タ
ク
シ
ー
券
を
交
付
し
ま
す
。
対
象
者
は
申
請
を
！

　

は
ん
こ
は
、
町
の
伝
統
地
場
産
業
で
す
。

町
で
は
、
こ
の
は
ん
こ
を
深
く
理
解
し
て
い

た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
、
町
内
事
業
者
か
ら

の
は
ん
こ
購
入
に
対
し
、
購
入
費
の
一
部
を

助
成
し
ま
す
。

【
助
成
対
象
】
▽
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方

▽
法
人
の
登
記
の
あ
る
事
業
所

※
こ
の
他
に
も
対
象
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

【
助
成
額
】
購
入
費
の
１
／
２
以
内
（
１
万

円
限
度
、
１
０
０
円
未
満
の
端
数
切
捨
て
）

※
は
ん
こ
の
ケ
ー
ス
代
は
、
対
象
外
で
す
。

※
購
入
前
に
事
前
申
請
が
必
要
で
す
。

※
助
成
は
、
年
度
内
１
回
の
み
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】
町
商
工
観
光
課
商
工
係

☎
０
５
５
（
２
４
０
）
４
１
５
７

町
内
事
業
者
か
ら
購
入
す
る
は
ん
こ
購
入
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す

　

平
成
28
年
平
均
の
全
国
消
費
者
物
価
指

数
（
対
前
年
比
変
動
率
▲
０
・
１
％
）
が
公

表
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
平
成
29
年

度
の
児
童
扶
養
手
当
額
に
つ
い
て
は
、
０
・

１
％
の
引
き
下
げ
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
29
年
４
月
か
ら
、
第
１
子

同
様
に
第
２
子
及
び
第
３
子
以
降
の
加
算

額
に
も
物
価
ス
ラ
イ
ド
を
導
入
す
る
こ
と

と
な
り
、
０
・
１
％
の
引
き
下
げ
と
な
り

ま
す
。

【
手
当
額
】

　
４
２
，２
９
０
円         

（
全
部
支
給
・
月
額
）

昨
年
度
ま
で
は
４
２
，３
３
０
円

　
４
２
，2
８
０
円
～
９
，９
８
０
円

（
一
部
支
給
・
月
額
）

昨
年
度
ま
で
は
４
２
，３
２
０
円
～
９
，９
９
０
円

児
童
扶
養
手
当
額
が
変
わ
り
ま
す　
～ 

平
成
29
年
４
月
分
か
ら 

～

　

町
で
は
町
内
に
お
住
ま
い
の
方
を
対
象

に
、
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
レ
ン
タ
ル
及
び

購
入
費
補
助
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

■
レ
ン
タ
ル
の
場
合

【
対
象
】
１
歳
未
満
児
の
保
護
者
ま
た
は
、

里
帰
り
な
ど
で
一
時
的
に
１
歳
未
満
児
と
同

居
す
る
祖
父
母
な
ど

【
費
用
負
担
】
な
し

【
貸
出
期
間
】
満
１
歳
の
誕
生
日
ま
で

【
注
意
点
】
▽
出
生
前
に
申
請
で
き
、
出
産

予
定
日
か
ら
貸
し
出
し
が
で
き
ま
す
。
申

請
時
に
は
、
母
子
手
帳
・
印
鑑
を
お
持
ち

下
さ
い
。

■
購
入
費
補
助
の
場
合

【
対
象
】
６
歳
未
満
児
の
保
護
者

【
補
助
金
額
】
▽
１
万
円
が
上
限
（
１
万
円

以
上
の
場
合
は
１
万
円
補
助
）
▽
１
万
円
未

満
の
場
合
は
実
費
補
助
（
但
し
１
０
０
円
未

満
切
捨
て
）

【
注
意
点
】
▽
出
生
前
の
購
入
で
も
補
助
対

象
と
な
り
ま
す
。
▽
申
請
受
付
は
、
出
生
届

受
理
後
か
ら
と
な
り
ま
す
。
申
請
時
に
は
印

鑑
・
購
入
時
の
領
収
書
・
品
質
保
証
書
が
必

要
で
す
。
申
請
期
限
は
購
入
し
た
日
か
ら
１

年
以
内
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】
町
防
災
課
防
災
防
犯
係

☎
０
５
５
（
２
７
２
）
１
１
７
５

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
レ
ン
タ
ル
・
購
入
費
補
助

　

子
ど
も
の
誕
生
を
祝
福
す
る
と
と
も

に
、
子
育
て
の
支
援
、
次
世
代
を
担
う
子

ど
も
た
ち
の
健
全
な
育
成
を
願
い
「
子
育

て
祝
い
金
」
を
支
給
し
て
い
ま
す
。
次
の

要
件
を
満
た
す
方
は
、
申
請
を
お
願
い
し

ま
す
。

【
支
給
対
象
者
】
今
年
４
月
に
小
学
校
に
入

学
す
る
児
童
で
、
小
学
校
入
学
時
に
市
川

三
郷
町
に
住
所
を
有
し
て
い
る
児
童
の
保

護
者

【
申
請
書
】
入
学
式
に
学
校
で
配
布
し
ま

す
。
町
外
の
小
学
校
へ
入
学
の
方
に
は
郵

送
し
ま
す
。

【
支
給
額
】
入
学
す
る
児
童
１
人
に
つ
き

２
万
円

【
申
請
期
限
】
４
月
14
日
㈮

※
申
請
書
が
全
員
分
揃
っ
て
か
ら
支
払
い

ま
す
の
で
、
必
ず
期
限
内
に
申
請
し
て
下

さ
い
。

【
申
請
場
所
】
▽
本
庁
舎
福
祉
支
援
課
▽
三

珠
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
係
▽
六
郷
庁
舎
い

き
い
き
健
康
課

【
申
請
書
類
】
子
育
て
祝
い
金
等
支
給
申

請
書

小
学
校
新
入
生
の
い
る
世
帯
に
子
育
て
祝
い
金
を
支
給
し
ま
す

【問い合わせ】いきいき健康課子育て支援係☎ 0556-32-2114

子育て祝い金 多子世帯
子育て応援金 合　計

　第１子 ２万円 － ２万円

　第２子 ２万円 － ２万円

　第３子 ２万円 ３万円 ５万円

　第４子以降 ２万円 ５万円 ７万円
（１人につき）

44

6No.1397 No.139


